
請求日 決定日 公文書の件名 決定内容 担当局 担当

令和8年2
月6日

令和8年2
月19日

北区源泉徴収票作成事務誤りについて、管
理職以上の決裁者が誤りに気づけなかった
理由がわかるもの

不存在 北区役所 総務課

令和8年2
月17日

令和8年3
月3日

市民の声受付番号25-03693、25-03972、25-
04212、25-04693、25-05535並びに25-06572
及び25-06595の情報提供に係る決裁文書

部分公開 1 北区役所
政策推進

課

令和8年2
月27日

令和8年3
月12日

【民事訴訟法第７３条第１項（行政事件訴
訟法第７条においてその例によることとさ
れる場合を含む。）の申立てに係る事件
（大阪市又はその機関が当事者となったも
のに限り、上訴があった場合における上訴
審に係る事件を含む。）に係る次の書面
 １ 申立書
 ２ 意見書その他の当事者の主張が記載さ
れた書面
 ３ 決定書
（北区役所所管分）

不存在 北区役所 総務課

北区　2月分

公開請求の内容及び処理状況

非公開事由
（7条該当号）


